
- 1 - 

 

 

 

シニアユニバーシティ北浦和校第 19期校友会会則 

 

第１条（名称） 

本会は、さいたま市シニアユニバーシティ北浦和校第 19 期校友会（以下「本

会」と称し、本会則は、本会の運営に関し必要な事項を定める 

詳細については、別途細則を定める 

第２条（会員） 

    本会は、さいたま市シニアユニバーシティ北浦和校第 19 期卒業生、および入

会を希望する同大学の他期・他校の卒業生で、第 12条に規定する会費を納入

した者をもって組織する 

 

第３条（事務所） 

本会の事務所は、本会会長宅に置く 

 

第４条（目的） 

    本会は会員相互の親睦を深めると共に、生涯学習の推進を図り、事業活動を

自主的に計画運営し、ボランティア活動への参加の他、地域社会文化の向上

に貢献する事を目的とする 

 

第５条（事業） 

本会は、前条の目的に沿って次のような事業を行なうものとする 

   （１）会員相互の親睦を深めるために必要な事業 

   （２）教養文化に関する知識の習得などの目的の推進に沿った事業 

   （３）ボランティア活動などを通じ地域社会へ貢献する事業 

 

     年度ごとの事業計画は総会での承認を必要とする 

 

第６条 (役員) 

本会には次に掲げる役員を置く 

   （１）会長  １名 本会を代表し、会務を統括する 

   （２）副会長 ２名 会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行

する 

   （３）会計  ２名 本会の会計を担当する 

   （４）総務  ２名 本会の総務を担当する 
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     （5）理事  大学・大学院の班長及びクラブ代表者＆会長が指名した者 

       （６）監事   ２名  本会の会計監査を担当する 

 

第７条（役員の選任） 

会長、副会長、総務及び会計は、理事会で互選し、総会で承認を得る 

  ２ 監事は、会員から総会で選出する 

 

第８条（役員の任期） 

役員の任期は、１年とする 

  ２ 役員の欠員により新たに選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする 

 

第９条（会議） 

    本会の会議は、総会、理事会、執行部会とし、総会は定期総会及び臨時総会

とする 

  ２ 定期総会は年１回開催し、会則、役員、事業計画及び事業予算の承認、事業

及び決算報告並びに監事の選出を行う  

  ３ 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき又は監事から請求があったとき、会

長が速やかに召集し、開催する 

  ４ 理事会は、各班班長、及びクラブ代表者と会長が指名した者で構成し、本会

の業務事項を計画立案して審議し、運営を推進する 

  ５ 執行部会は役員、各班代表及びクラブ代表で構成し、本会の業務運営を行う

ものとし、班・クラブ内で交代した時は直ちに会長に報告する 

  ６ 執行部会は月一回の開催とする 

  ７ 会議の議長は、会長とする 

  ８ 会議の議事は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議

長が決す 

  ９ 会議の書記は、総務担当役員とする 

 

第１０条（執行部） 

   執行部には、次の部を置き、各部は部長と副部長と理事で構成する 

  1 企画部 

    ・会員相互の親睦を図り本会の目的推進に相応し事業の立案と実行推進を 

     図る 

    ・連合会、協議会主催企画への協力と共助を進める 

  2 広報部 

    ・広報紙、ホームページなどを通じて会員に有益及び必要な情報を発信し 

     会員相互間の情報の共有化を推進する 
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  3 クラブ担当 

    ・本会に所属するクラブの取りまとめを通じてクラブ活動の活性化を図る 

       

第１１条（クラブの設立） 

    クラブの設立は、代表者およびクラブ部長が活動内容を理事会に申請し、承

認を受けるものとする、クラブ代表は承認を受けた時点で理事を兼務するも

のとする 

  １ クラブの申請は原則として５名以上のクラブ会員を必要とする 

  ２ クラブ会員の資格は原則本会の会員であることとする 

 

第１２条（会計） 

 本会の経費は、会費及びその他の収入をもって充てる 

  ２ 会費は、年額１,０００円／人とし、内２００円／人は、さいたま市シニアユ

ニバーシティ北浦和協議会に収める、収められた会費は、原則として返還し

ない 

  ３ 事業の実施に際し、臨時総会の承認を得て臨時会費を徴収することができる 

  ４ 事業年度は、４月１日から翌年３月３１日までとする 

第１３条（上部組織への参加） 

    本会は、さいたま市シニアユニバーシティ北浦和校協議会に参加し、地域の

各期卒業生で構成される校友会との連携を図る 

協議会理事（２名）、は、役員及び会長の任命する者のなかから必要に応じて

選出するものとする 

 

   附則 

この会則は、令和 3年 6月 1日から施行する 

  


